
 

川口市戸塚環境センター施設整備基本構想（案）新旧対照表  

 

 

本編２ページ「第１章第２節  基本構想の位置付け」本文２行目から３行

目を次のとおり修正する。  

 

修正後  修正前  

 

第２節 基本構想の位置付け 

本構想は、「第５ 次川口市総合計

画」、「第６次川口市一般廃棄物処理

基本計画（以下「一般廃棄物処理基本

計画」という。）」、その他関連計画等

との整合性を図り策定します。  

本 構 想 と 関 連 計 画 の 位 置 付 け は

「図１ -１ 本構想の位置付け」に示

すとおりです。  

 

図（略）  

 

 

第２節 基本構想の位置付け 

本構想は、「第６次川口市一般廃棄

物処理基本計画」（以下「一般廃棄物

処理基本計画」という。）を上位計画

として策定します。  

 

本 構 想 と 関 連 計 画 の 位 置 付 け は

「図１ -１ 本構想の位置付け」に示

すとおりです。  

 

図（略）  

 

※下線部は修正箇所  

 

資料２



第 1章 基本構想の背景・目的及び位置付け 

 

2 

 

第２節 基本構想の位置付け 
本構想は、「第５次川口市総合計画」、「第６次川口市一般廃棄物処理基本計画（以下「一

般廃棄物処理基本計画」という。）」、その他関連計画等との整合性を図り策定します。 

本構想と関連計画の位置付けは「図１-１ 本構想の位置付け」に示すとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１-１ 本構想の位置付け

  

環境基本計画
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循環型社会形成推進基本計画
（循環型社会形成推進基本法）

川口市自治基本条例

第５次川口市総合計画

第６次川口市一般廃棄物処理基本計画
（川口市廃棄物の減量および適正処理に関する条例）

第２次川口市環境基本計画
（川口市環境基本条例）
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埼玉県環境基本計画
（埼玉県環境基本条例）

川口市循環型社会形成推進地域計画

廃棄物処理基本方針・廃棄物処理施設整備計画
（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）

本編２ページ修正後 


